
                                

 

 

   令和７・８年度深谷市建設工事請負競争入札参加資格者  

   格付要領  

（令和７年３月３１日市長決裁）  

第１  趣旨  

   この要領は、深谷市建設工事請負等競争入札参加者の資格等  

  に関する規則（平成２１年深谷市規則第３０号。以下「規則」  

  という。）第８条に基づき、技術上の向上及び品質の確保並び  

  に社会や地域への貢献に対する企業努力を評価し、優良企業の  

  育成に資することを目的に格付を行うに当たって必要な事項を  

  定める。  

 

第２  格付方法  

   格付は、第３に定める資格審査数値を基に第６に定める格付  

  基準に従って業種ごとに行う。  

 

第３  資格審査数値  

   資格審査数値は、第４に定める客観的事項の審査数値及び第  

  ５に定める深谷市による評価点数値を合計した数値とする。  

 

第４  客観的事項の審査数値  

   客観的事項の審査数値は、建設業法（昭和２４年法律第１０  

０号）第２７条の２３に規定する経営事項審査の総合評定値と  

する。  

 ただし、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）  

に基づく事業協同組合及び企業組合並びに中小企業団体の組織  

に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協同組合  

（以下「協同組合等」という。）のうち、建設業法第３条の規  

定による許可を受け、かつ、官公需適格組合の証明を受けた者  

であって資格審査に係る工事種別の官公需適格組合の算出方法  

の特例を希望する者（以下「官公需適格組合」という。）につ  



                                

 

 

いては、次のとおり取り扱う。  

  １  官公需適格組合  

   （１）  経営規模及び技術力の審査は、当該組合と５以内の  

      組合員の次に掲げる事項の合計値を用いて、国土交通  

      省告示に定める基準に準じて行う。  

     ア  工事の種類別年間平均完成工事高  

     イ  工事の種類別元請年間平均完成工事高  

     ウ  自己資本の額  

     エ  利益額  

     オ  技術職員の数  

   （２）  経営状況及びその他の審査項目（社会性等）の評点  

は、当該組合と５以内の組合員の平均値（小数点以下  

第１位を四捨五入した数値）とする。  

 

第５  市による評価点数値  

   市による評価点数値は、次に定める項目の数値の合計値とし、  

  資格者名簿に登載のある者に対して配点する。  

  １  優秀建設工事表彰評価点  

（１）  優秀建設工事表彰評価点は、令和５年度（第９回）  

      及び令和６年度（第１０回）に深谷市優秀建設工事表     

      彰規程に基づき表彰された部門に該当する全ての申請  

      業種に対して、１００点を配点する。  

   （２）  協同組合等に係る優秀建設工事表彰評価点は、当該  

      協同組合等としての受賞を評価対象とする。  

   （３）  特定建設共同企業体に係る優秀建設工事表彰は、当  

      該特定建設共同企業体を構成する者に対してそれぞれ  

評価対象とする。  

  ２  防災協定評価点  

    資格審査申請日末日現在において、深谷市建設業協会に加  

入し、防災協定を締結している者は、５０点を全ての申請  



                                

 

 

業種に配点する。  

 

第６  格付基準  

  １  土木一式工事  

    土木一式工事に係る格付は、次表の基準に従って行う。  

格付  基      準  

特Ａ級  資格審査数値が９００点以上である者  

Ａ級  資格審査数値が８００点以上９００点未満である者  

Ｂ級  資格審査数値が６５０点以上８００点未満である者  

Ｃ級  資格審査数値が６５０点未満である者  

 

２  建築一式工事  

    建築一式工事に係る格付は、次表の基準に従って行う。  

格付  基      準  

Ａ級  資格審査数値が７５０点以上である者  

Ｂ級  資格審査数値が７５０点未満である者  

 

３  電気工事  

    電気工事に係る格付は、次表の基準に従って行う。  

格付  基      準  

Ａ級  資格審査数値が７５０点以上である者  

Ｂ級  資格審査数値が７５０点未満である者  

 

４  管工事  

    管工事に係る格付は、次表の基準に従って行う。  

格付  基      準  

Ａ級  資格審査数値が７５０点以上である者  

Ｂ級  資格審査数値が７５０点未満である者  

 



                                

 

 

５  舗装工事  

    舗装工事に係る格付は、次表の基準に従って行う。  

格付  基      準  

Ａ級  資格審査数値が７５０点以上である者  

Ｂ級  資格審査数値が７５０点未満である者  

 

６  その他の業種（土木一式工事、建築一式工事、電気工事、  

 管工事及び舗装工事以外の業種）  

    その他の工事に係る格付は、次表の基準に従って行う。  

格付  基      準  

Ａ級  資格審査数値が７００点以上である者  

Ｂ級  資格審査数値が７００点未満である者  

 

第７  格付の変更  

   規則第１１条に定める参加資格の有効期限内においては、格  

  付の変更は行わないものとする。ただし、規則第１３条に定め  

  る参加資格の再審査を受けた者は、この限りではない。  


